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武
蔵
野
の
自
然
が
色
づ
く
季
節
の
中
、
西
東
京
市

と
し
て
初
め
て
の
「
歩
け
歩
け
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
自
分
の
足
で
、
ウ
ォ

ー
ク
ラ
リ
ー
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▽
と
き　
　

月
２
日
（
土
）　

※
雨
天
の
場
合
は
、
３

１１

日
（
日
）

▽
行
程　

保
谷
庁
舎
・
保
谷
第
二
小
学
校
・
向
台
小
学

校
〜
多
摩
湖
自
転
車
道
〜
多
摩
湖（
約　

キ
ロ�
）

１６

▽
集
合
場
所
・
受
付
時
間　

①
保
谷
庁
舎
・
午
前
８

時
〜
８
時　

分　

②
保
谷
第
二
小
学
校
・
③
向
台
小

２０

学
校
・
②
③
と
も
午
前
８
時　

分
〜
９
時
５
分

４５

▽
解
散　

午
後
３
時
（
帰
り
は
西
武
遊
園
地
駅
か
ら

電
車
を
利
用
）

▽
対
象　

青
少
年
と
市
内
在
住
の
方
（
小
学
校
３
年

生
以
下
の
方
は
、
付
き
添
い
が
必
要
）

▽
申
込　

子
育
て
支
援
課
（
田
無
庁
舎
１
階
･
保
谷

庁
舎
１
階
）
に
あ
る
申
込
書
に
、
必
要
事
項
を
記
入

し
、
当
日
、
任
意
の
集
合
場
所
に
持
参

▽
参
加
費　
　

円
（　

歳
未
満
は
無
料
）

１００

１８

▽
持
ち
物　

昼
食
、
水
筒
、
お
や
つ
、
雨
具
、
敷
物
、
帰
り
の
電
車
賃

▽
主
催　

第
１
回
西
東
京
市
「
歩
け
歩
け
会
」
実
行
委
員
会

▽
協
力　

西
東
京
市
青
少
年
育
成
会
連

絡
会

▽
問
合
せ　

実
行
委
員
会
事
務
局
・
嶋

田
（�
　

・
２
９
０
９
）

６４

◆
子
育
て
支
援
課
（
�田
 
�
内
線　

、　

）

１５２１

１５２２

　

市
街
化
の
進
行
に
伴
い
、
貴
重
な
緑
が
減
少
し
つ

つ
あ
る
中
、
緑
の
重
要
性
を
再
認
識
す
る
た
め
に
、

身
近
な
雑
木
林
や
緑
地
の
観
察
会
を
行
い
ま
す
。
秋

川
丘
陵
に
位
置
す
る
小
峰
公
園
・
広
徳
寺
周
辺
を
、

講
師
の
説
明
を
聞
き
な
が
ら
歩
き
ま
す
。

▽
と
き　
　

月　

日
（
月
）（
小
雨
決
行
）　

保
谷
庁

１１

１８

舎
…
午
前
７
時　

分
集
合
・
８
時
出
発　

東
京
あ
ぐ

４５

り
田
無
支
店
前
…
午
前
８
時
集
合
・
８
時　

分
出
発

１５

※
東
京
あ
ぐ
り
田
無
支
店
経
由
で
、
午
後
５
時
ご
ろ

保
谷
庁
舎
到
着
予
定
（
市
の
バ
ス
を
使
用
）

▽
対
象　
　

歳
以
上
の
市
内
在
住
、
在
勤
者
の
方

１８

▽
定
員　
　

人
（
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

３５

▽
費
用　
　

円
（
障
害
保
険
料
）

１００

▽
申
込　

往
復
は
が
き
に
、「
自
然
観
察
会
希
望
」・

住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
性
別
・
電
話

番
号
・
集
合
場
所

を
明
記
し
、　

月
１０

　

日（
金
）（
必
着
）

１８

ま
で
に
、
〒　

―　

西
東
京
市
役

２０２

８５５５

所
保
谷
庁
舎
公
園
緑
地
課
に
郵
送

※
は
が
き
１
枚
に
２
人
ま
で
で
す
。

※
抽
選
の
結
果
は
、
は
が
き
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
公
園
緑
地
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２４３１

　

高
齢
の
方
へ
の
生
き
が
い
事
業
の
1
つ
と
し
て
、

英
語
教
室
を
開
き
ま
す
。

▽
と
き　
　

月　

日
〜
平
成　

年
３
月　

日　

毎
月

１１

１３

１５

２６

第
２
・
４
水
曜
日　
「
初
級
英
語
」…
午
前
９
時　

分
４０

〜
午
前　

時　

分　
「
は
じ
め
て
の
英
語
」…
午
前　

１０

４０

１１

時
〜
正
午　

▽
と
こ
ろ　

富
士
町
福
祉
会
館

▽
対
象　

市
内
在
住
の
満　

歳
以
上
の
方

６０

▽
定
員　

各
教
室　

人（
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

３０

▽
受
講
料　

無
料（
た
だ
し
教
材
費
等
は
自
己
負
担
）

▽
申
込　

往
復
は
が
き
に
、
住
所
・
氏
名
（
フ
リ
ガ

ナ
）・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
・
希
望
す
る
教
室
名
を

明
記
し
、　

月
８
日
（
火
）（
消
印
有
効
）
ま
で
に
、

１０

〒　

―　

西
東
京
市
役
所
保
谷
庁
舎
高
齢
福
祉
課
高

２０２

８５５５

齢
者
係
に
郵
送

※
は
が
き
１
枚
に
１
人
で
す
。

※
今
年
度
、す
で
に
受
講
し
た
方

は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
は
１
人
１
教
室
で
す
。

※
抽
選
の
結
果
は
、
は
が
き
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
高
齢
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２３３５

 みんなで　
　歩こう！

　

国
民
年
金
保
険
料
後
期
分
（　
１０

月
分
〜
平
成　

年
３
月
分
）
の
６

１５

か
月
分
を
一
括
し
て
保
険
料
を
前

納
す
る
と
、
割
り
引
き
が
あ
り
ま

す
。

　

定
額
保
険
料
で
は
６
か
月
分
を

毎
月
納
め
る
場
合
に
は
７
万
９
千

　

円
と
な
り
ま
す
が
、
一
括
し
て

８００納
付
す
る
と
、
７
万
９
千　

円
と

１５０

　

円
の
割
り
引
き
と
な
り
ま
す
。

６５０
　

ま
た
、付
加
込
み
保
険
料
で
は
、

６
か
月
分
を
毎
月
納
め
る
場
合
に

は
８
万
２
千　

円
と
な
り
ま
す

２００

が
、
一
括
し
て
納
付
す
る
と
、
８

万
１
千　

円
と
な
り
、　

円
の
割

５３０

６７０

り
引
き
と
な
り
ま
す
。

　

前
納
を
希
望
す
る
方
は
、
社
会

保
険
庁
か
ら
送
付
し
た
国
民
年
金

保
険
料
納
付
案
内
書
で
、
後
期
前

納
の
納
期
限
で
あ
る　

月　

日
ま

１０

３１

で
に
、
最
寄
の
金
融
機
関
、
郵
便

局
ま
た
は
武
蔵
野
社
会
保
険
事
務

所
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
民
年
金
保
険
料
納
付

案
内
書
の
発
行
に
つ
い
て
の
問
い

合
わ
せ
は
、
武
蔵
野
社
会
保
険
事

務
所
に
お
願
い
し
ま
す
。

▽
武
蔵
野
社
会
保
険
事
務
所
（�

０
４
２
２
・　

・
１
４
１
１
）

５６

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 

内
線�
　

、
１４９３

　

）、（
�保
 

内
線�
　

、　

）

１４９４

２１３７

２１３８

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
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月
１
日
か
ら
、
医
療
保
険
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
す
。　

１０
■
医
療
機
関
窓
口
で
支
払
わ
れ
る
患
者
の
方
の
負

担
割
合
（
一
部
負
担
金
）
が
変
わ
り
ま
す　

　

国
民
健
康
保
険
の
一
般
被
保
険
者
の
中
で
、
年
齢

に
よ
っ
て
窓
口
で
支
払
う
患
者
負
担
割
合
が
下
表

の
よ
う
に
変
り
ま
す
。

※
平
成　

年
９
月　

日
ま
で
に　

歳
に
達
し
て
い

１４

３０

７０

る
方
（
昭
和
７
年
９
月　

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

３０

は
、
引
き
続
き
老
人
保
健
制
度
で
診
療
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

■
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま

す　■
退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
年
齢
が
変
わ
り
ま
す

※
詳
し
く
は
、
９
月　

日
号
の
市
報
、
パ
ン
フ
レ
ッ

１５

ト
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。　

◆
保
険
年
金
課（
�田
 
�
内
線　

、　

、◯保
 
�
内
線　

）

1472
1473

2135

一部負担金（患者負担）　　

２割負担３歳未満の乳幼児

３割負担３歳以上70歳未満

１割負担（一定以上
所得者は２割負担）

７０歳以上
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現
況
届
を
提
出
し
た
方
の
う

ち
、
平
成　

年
度
対
象
者
の
方
に

１４

新
し
い
医
療
証
を
送
り
ま
し
た
。

　

月
１
日
か
ら
、
受
診
の
際
に
は

１０新
し
い
医
療
証
を
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。

　

１
歳
未
満
の
乳
幼
児
は
、
所
得

制
限
が
な
く
全
員
が
対
象
に
な
り

ま
す
。
対
象
と
な
る
乳
幼
児
に
は

医
療
証
を
交
付
し
ま
す
の
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
医
療
助
成
は
、

申
請
が
な
い
と
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
出
生
日
（
転
入
日
）
の
翌
日

か
ら　

日
以
内
に
申
請
が
あ
っ
た

１５

場
合
は
、
出
生
日
（
転
入
日
）
以

降
か
ら
助
成
の
対
象
に
な
り
ま

す
。

◎
新
規
申
請
の
方

▽
対
象　

市
内
に
居
住
す
る
就
学

前
の
乳
幼
児
（
平
成
８
年
４
月
２

日
以
降
生
ま
れ
）
の
保
護
者
で
、

別
に
定
め
る
所
得
制
限
未
満
の
方

▽
助
成
範
囲　

乳
幼
児
が
保
険
診

療
を
受
け
た
と
き
の
自
己
負
担
金

額▽
助
成
期
間　
　

月
１
日
（　

月

１０

１０

１
日
以
降
の
申
請
の
場
合
は
申
請

日
）
〜
平
成　

年
９
月　

日

15

３０

※
期
間
内
に
受
給
要
件
を
失
っ
た

と
き
は
、
そ
の
前
日
ま
で

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　

①
印
鑑

　

②
健
康
保
険
証
の
「
写
」（
コ
ピ

ー
）　

③
年
金
加
入
証
明
書　

④ 

平
成　

年
度
所
得
証
明
書
（
平
成

１４

　

年
１
月
２
日
以
降
西
東
京
市
に

１４転
入
し
た
保
護
者
）
②
・
③
・
④

は
、
後
日
の
提
出
が
可
能
で
す
。

平
成　

年
度
の
児
童
手
当
の
申
請

１４

を
さ
れ
て
い
る
方
は
、
③
・
④
は

添
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
申
請
場
所　

子
育
て
支
援
課

（
田
無
庁
舎
１
階
・
保
谷
庁
舎
１

階
）

※
申
請
受
付
は
、
田
無
庁
舎
お
よ

び
保
谷
庁
舎
の
み
で
行
い
ま
す
。

◆
子
育
て
支
援
課
（
�田
 
�
内
線　
１５２５

〜　

、
◯保
 
�
内
線　

）

１５２７

２１４２
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老
人
保
健
法
の
改
正
に
よ
り
、　

月
１
日
か

１０

ら
、
◯福
 

老
人
医
療
費
助
成
、
◯障
 

心
身
障
害
者
医
療

費
助
成
、
◯親
 

ひ
と
り
親
医
療
費
助
成
制
度
が
変
り

ま
す
。
病
院
等
の
窓
口
で
払
う
一
部
負
担
金
（
自

己
負
担
額
）
が
下
表
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
◯福
 

で
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
申

請
す
る
と
外
来
お
よ
び
入
院
時
の
自
己
負
担
限

度
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
◯障
 

・
◯親
 

で
市
民
税
非
課

税
の
方
は
、
入
院
時
食
事
療
養
費
標
準
負
担
の
み

の
負
担
と
な
り
ま
す
。
医
療
証
は
、
有
効
期
限
ま

で
そ
の
ま
ま
使
用
で
き
ま
す
。

▽
問
合
せ　

老
人
医
療
費
助
成
…
高
齢
福
祉
課
、

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
…
障
害
福
祉
課
、
ひ
と

り
親
医
療
費
助
成
…
子
育
て
支
援
課

◆
高
齢
福
祉
課
（
◯保
 
�
内
線　

〜　

）

２３３６

２３３８

◆
障
害
福
祉
課
（
◯保
 
�
内
線　

）
２３４２

◆
子
育
て
支
援
課
（
�田
 
�
内
線　

〜　

）

１５２５

1527

医療費助成制度

自己負担限度額自己負担
割合

  区   分
（入院･世帯ごと）外来（個人ごと）

 40,200円／月12,000円／月
　１割

一　般

 24,600円／月  8,000円／月低所得者
　　(◯福 のみ）

　
　

月
１
日
か
ら
の
老
人
保
健
法

１０
の
改
正
に
よ
り
、
医
療
証
が
変
わ

り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
新
し
い
◯老
 

医
療
受
給
者
証
を
送
り
ま
し
た
。

従
来
の
◯老
 

医
療
受
給
者
証
は
、　
１０

月
以
降
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
間
違
え
の
な
い
よ
う
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

◎
こ
ん
な
と
き
は
必
ず
申
請
し
て

く
だ
さ
い

　

①
社
会
保
険
加
入
者
の
方
で
保

険
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
等

に
変
更
が
あ
っ
た
と
き　

②
住
所

が
変
わ
る
と
き
（
市
内
転
居
）

③
市
外
へ
転
出
す
る
と
き　

④ 

世
帯
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

◎
次
の
事
項
に
該
当
す
る
方
は
申

請
し
て
く
だ
さ
い

　

認
定
さ
れ
る
と
自
己
負
担
額
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

①
◯老
 

医
療
証
の
表
示
が「
２
割
」

の
方
で
、　

歳
以
上
の
方
の
収
入

７０

合
計
が　

万
円
未
満
、
単
独
世
帯

６３７

で　

万
円
未
満
の
方　

②
◯老
 

医
療

４５０
証
の
表
示
が
「
１
割
」
の
方
で
、

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
方

　

③
現
在
「
入
院
時
一
部
負
担
金

限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
お
持
ち

の
方
で
、
世
帯
全
員
の
所
得
が
な

い
方
（
年
金
控
除
額
は　

万
円
と

６５

し
て
計
算
）

※
高
額
医
療
費
に
該
当
す
る
方
に

は
、
診
療
月
か
ら
３
〜
６
か
月
後

に
申
請
書
を
送
り
ま
す
。

◆
高
齢
福
祉
課
（
◯保
 
�
内
線　

〜
２３３６

　

）
２３３８
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八国山を見て歩いた昨年度の観察会
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